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アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃の即時中止を求める意見書 

 

アメリカとイスラエルは２月２８日にイランに対して大規模な先制攻撃を開始した。こ

の攻撃は国連憲章にも国際法にも違反する攻撃である。 

国連憲章・国際法は、武力行使の禁止・国家の主権の尊重を大原則としており、いかな

る理由があろうと、他国の国家元首を殺害し体制の転換をはかる権利は、どの国にも与え

られていない。 

政府はアメリカとイスラエルによる攻撃に対して、これを批判せず、攻撃の中止を求め

ることを拒んでいる。 

日本は「力による支配」を許さず、国連憲章と国際法にもとづく平和の秩序をつくる先

頭に立つべきである。 

よって、政府におかれては、アメリカ政府とイスラエル政府に対し、軍事攻撃を即時中

止することを求めるとともに、国際社会において、国連憲章にもとづく平和秩序の確立の

ための主導的役割を果たすことを求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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